
 

第１号議案 

 

教育財産管理規則の一部改正について 

 

 

 教育財産管理規則（昭和５５年宮城県教育委員会規則第７号）の一部を別紙のと

おり改正する。 

 

 

  令和４年１月１７日提出 

 

 

宮城県教育委員会教育長 伊 東 昭 代     
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教育財産管理規則の一部改正の概要 

 

 

１ 改正理由 

全庁的に行政手続きにおける押印等の見直しが進められていることを受け，

申請手続の簡素化や業務の効率化を図るため，教育財産管理規則で定める様

式について，提出時の押印を不要とするもの。 

 

 

２ 改正内容 

教育財産管理規則で定める様式第１号から様式第１号の３まで及び様式第２

号から様式第６号までの様式について，押印欄を削除するもの。 

 

 

３ 施行年月日 

令和４年２月１日 
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